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秋田県療育手帳制度実施要綱

（目的）

第１条 この制度は、知的障害児（者）に対して一貫した指導・相談を行うとともに、こ

れらの者に対する各種の援助措置を受けやすくするために療育手帳（以下「手帳」とい

う。）を交付し、もって知的障害児（者）の福祉の増進に資することを目的とする。

（交付対象者）

第２条 手帳は、児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害であると判定さ

れた者（以下「知的障害者」という。）に対して交付する。

（実施主体）

第３条 この制度は、知的障害者更生相談所長が市町村その他の関係機関の協力を得て実

施する。

（手帳の記載事項）

第４条 手帳の主な記載事項は、次の各号のとおりとする。

(１) 手帳番号、新規交付年月日及び再交付年月日

(２) 知的障害者の氏名、住所、生年月日及び電話番号

(３) 障害の程度（重度とその他の別）

(４) 保護者（親権を行う者、配偶者、後見人その他の者で知的障害者を現に監護す

る者をいう。以下同じ。）の氏名、住所、電話番号及び知的障害者との続柄

(５) 次期判定年月

(６) 判定等の記録

(７) 旅客鉄道株式会社旅客運賃減額に関する「第一種」、「第二種」の区分

(８) その他、知的障害者の福祉の便に供するため、知的障害者更生相談所長が必要と

認めるもの

２ 手帳の様式は、様式第１号のとおりとする。

（障害の程度）

第５条 障害の程度は、次の基準により重度とその他に区分するものとし、手帳には重度

の場合は「Ａ」と、その他の場合は「Ｂ」と表示するものとする。

(１) 重度

知能指数が３５以下又は知能指数が５０以下で身体障害者福祉法（昭和２４年法

律第２８３号）に基づく障害等級が１級、２級又は３級に該当するもので、かつ、

日常生活における基本的動作に介助を必要とし、社会生活への適応が著しく困難で

あるものとする。

(２) その他

前号に該当する以外の程度のものとする。

（手帳の交付申請）

第６条 手帳の交付を受けようとする者又はその保護者（以下「申請者」という。）は、

療育手帳交付申請書（様式第２号）に個人番号（行政手続における特定の個人を識別す
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るための番号の利用等に関する法律（平成２５年法律第２７号）第２条第５項に規定す

る個人番号をいう。以下同じ。）を記載し、写真及び日常生活等状況調査票（様式第３

号）を添付した上で、手帳の交付を受けようとする者の居住地を管轄する市福祉事務所

長又は町村長（以下「市福祉事務所長等」という。）を経由して知的障害者更生相談所

長に申請するものとする。ただし、手帳の交付を受けようとする者が１８歳未満である

場合は、原則としてその保護者が代わって申請し、保護者の居住地を管轄する市福祉事

務所長等を経由するものとする。

２ 市福祉事務所長等は、前項の申請書を受理したときは、判定調査資料（様式第４号）

を作成し、当該申請書に添付の上、知的障害者更生相談所長に進達するものとする。た

だし、手帳の交付を受けようとする者が１８歳未満である場合は、当該市町村を管轄す

る児童相談所長を経由するものとする。

（障害の程度の判定）

第７条 児童相談所長又は知的障害者更生相談所長は、前条の規定により申請書を受理し

たときは、手帳の交付を受けようとする者に対して第５条第１項各号に規定する障害の

程度に該当するか判定を行うとともに、判定後における障害の程度の確認（以下「再判

定」という。）を必要と認める場合は、次期判定年月を指定するものとする。この場合

における次期判定年月は、原則として２年後とするが、知的障害者の障害の状況から２

年を超える時期に再判定を行うことが適当と認めるときは、その時期を指定することが

できるものとする。

２ 児童相談所長又は知的障害者更生相談所長は、前項の規定により次の者に係る判定を

行う場合は、当該結果を参考としてこれを行うことができるものとする。

(１) 児童相談所又は知的障害者更生相談所において既に同様の判定が行われている者

(２) 別に定める機関において既に知能の水準又は発達の程度を測定する検査（以下

「検査」という。）を受けている者、又は今後検査を受ける予定のある者

３ 児童相談所長は、前２項の規定により判定を行ったときは、その判定結果を知的障害

者更生相談所長に報告するものとする。

（手帳の交付等）

第８条 知的障害者更生相談所長は、前条に規定する判定の結果、手帳の交付を決定した

ときは、療育手帳交付決定通知書（様式第５号）及び手帳を作成し、経由した市福祉事

務所長等を介して、申請者に交付するものとする。

２ 知的障害者更生相談所長は、前条に規定する判定の結果、手帳の交付の非該当を決定

したときは、その理由を附した療育手帳交付申請却下通知書（様式第６号）を作成し、

経由した市福祉事務所長等を介して、申請者に通知するものとする。

３ 市福祉事務所長等は、前２項の規定により送付された療育手帳交付決定通知書及び手

帳又は療育手帳交付申請却下通知書について、記載事項等を確認の上、申請者に交付す

るものとする。

（再判定）

第９条 手帳の交付を受けた知的障害者（以下「手帳所持者」という。）は、次期判定年

月が指定されている場合は、当該年月までに再判定を受けるものとする。

２ 手帳所持者は、手帳の交付後、状態に大きな変化が生じた場合は、前項の次期判定年

月に関わらず、再判定を受けることができる。
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３ 前２項の規定により再判定を受けようとする手帳所持者又はその保護者は、療育手帳

交付申請書に写真を添付して、第６条第１項に規定する手帳の交付申請の手続に準じ申

請するものとする。

４ 市福祉事務所長等は、前項の規定により申請書を受理したときは、知的障害者更生相

談所長に進達するものとする。ただし、手帳所持者が１８歳未満である場合は、当該市

町村を管轄する児童相談所長を経由するものとする。

５ 児童相談所長及び知的障害者更生相談所長は、前項の規定により申請書を受理したと

きは、第７条の規定に準じ再判定を行うものとする。

６ 前項の再判定による手帳の交付等の手続は、第８条の規定を準用する。

（記載事項の変更の届出）

第10条 手帳所持者又はその保護者は、次の各号の事項に変更があったときは、速やかに

療育手帳記載事項変更届（様式第７号）に手帳を添付し、個人番号を記載した上で市福

祉事務所長等を経由して知的障害者更生相談所長に届け出るものとする。

(１) 手帳所持者の氏名、住所及び電話番号

(２) 保護者の氏名、住所及び電話番号

２ 市福祉事務所長等は、前項の変更届を受理したときは、当該事項を確認の上、手帳の

記載事項を訂正し、訂正箇所に訂正印を押印の上、当該届出を行った者に返付するとと

もに、訂正後の手帳の写しを添付して、知的障害者更生相談所長に進達するものとする。

３ 知的障害者更生相談所長は、第１項の届出が居住地の変更に係る場合は、当該変更届

の写し及び訂正後の手帳の写しを添付して、療育手帳居住地変更通知書（様式第８号）

により、旧居住地の市福祉事務所長等へ通知するものとする。

（手帳の再交付申請）

第11条 手帳所持者又はその保護者は、手帳を破損し又は記載欄に余白がなくなったとき

等若しくは紛失した場合は、療育手帳再交付申請書（様式第９号）に写真を添付して、

第６条第１項に規定する手帳の交付申請の手続に準じ申請するものとする。ただし、手

帳を破損し又は記載欄に余白がなくなったとき等に係る再交付申請にあっては、当該手

帳の写しを添えて行うものとし、個人番号の記載は省略するものとする。

また、手帳を紛失した場合に係る再交付申請にあっては、当該申請に係る手帳所持者

の氏名及び生年月日又は住所（以下この項において「個人識別事項」という。）が記載

された書類であって、次の各号に掲げるもののいずれかを提出するときに限り、個人番

号の記載は省略するものとする。

(１) 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第２条

第７項に規定する個人番号カード又は行政手続における特定の個人を識別するため

の番号の利用等に関する法律施行規則（平成２６年内閣府・総務省令第３号）第１

条第１項第１号に掲げる書類（療育手帳を除く。）

(２) 前号に掲げるもののほか、官公署から発行され、又は発給された書類その他これ

に類する書類であって、写真の表示その他の当該書類に施された措置によって、当

該申請に係る手帳所持者が当該書類に記載された個人識別事項により識別される特

定の個人と同一の者であることを確認することができるものとして知的障害者更生

相談所長が適当と認めるもの

(３) 前２号に掲げるもののほか、行政手続における特定の個人を識別するための番号

の利用等に関する法律施行規則第２条第３項第１号に掲げる書類（健康保険日雇特
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例被保険者手帳にあっては健康保険印紙を貼り付けるべき余白があるものに限り、

国家公務員共済組合及び地方公務員共済組合の資格確認書並びに私立学校教職員共

済制度の資格確認書にあっては被扶養者資格確認書を含む。）又は官公署から発行

され、若しくは発給された書類その他これに類する書類であって知的障害者更生相

談所長が適当と認めるもののうち２以上の書類

２ 知的障害者更生相談所長は、前項の規定により申請書を受理したときは、当該手帳所

持者に係る判定結果をもとに療育手帳再交付書（様式第１０号）及び手帳を作成し、経

由した市福祉事務所長等を介して、当該申請を行った者に交付するものとする。

（他の都道府県等からの転入）

第12条 他の都道府県又は地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の１９第１

項に規定する指定都市（以下「他の都道府県等」という。）において交付された手帳を

所持して県の区域内に転入した知的障害者（以下「県外転入者」という。）又はその保

護者は、速やかに療育手帳記載事項変更届に手帳を添付し、市福祉事務所長等を経由し

て知的障害者更生相談所長に届け出るものとする。ただし、手帳に表示してある障害の

程度が第５条第１項に規定する「Ｂ」又は「Ｂ」相当に該当し、かつ、次期判定年月の

指定のない手帳を所持している者は当該届出は行わず、第６条第１項に規定する手帳の

交付申請の手続により本県の手帳を申請するものとする。

また、県外転入者が手帳の再交付又は本県の手帳の交付を新たに希望する場合も、第

６条第１項に規定する手帳の交付申請の手続きにより申請するものとする。

２ 市福祉事務所長等は、前項の変更届を受理したときは、当該事項を確認の上、手帳の

記載事項を訂正し、訂正箇所に訂正印を押印の上、当該届出を行った者に返付するとと

もに、訂正後の手帳の写しを添付して、知的障害者更生相談所長に進達するものとする。

３ 知的障害者更生相談所長は、第１項の規定により変更届を受理したときは、当該変更

届の写し及び訂正後の手帳の写しを添付して、療育手帳居住地変更通知書により、旧居

住地の市福祉事務所長等へ通知するものとする。

４ 県外転入者又はその保護者は、第１項ただし書きの規定による申請をする場合は、療

育手帳交付申請書に他の都道府県等において交付された手帳の写しを添付するものとす

る。

５ 前項の場合において、判定に当たって旧居住地の判定資料の活用を希望する者は、同

意書（様式第２－１号）の中の申出者氏名、続柄等を記載し、児童相談所長又は知的障

害者更生相談所長に提出するものとする。

６ 児童相談所長又は知的障害者更生相談所長は、第１項ただし書きの申請者から、前項

による提出があった場合は、旧居住地の他の都道府 県等に対し判定資料の提供を依頼

し、原則として新たに面接を行うことなく、当該判定資料を活用して判定を行うものと

する。

７ 児童相談所長は、前項の規定により判定を行ったときは、その判定結果を知的障害者

更生相談所長に報告するものとする。

（手帳の返還）

第13条 手帳所持者又はその保護者は、次の各号の事項が生じたときは、療育手帳返還届

（様式第１１号）に手帳を添付し、市福祉事務所長等を経由して知的障害者更生相談所

長に返還するものとする。

(１) 再判定の結果、新たな手帳の交付を受けたとき
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(２) 再判定の結果、手帳の交付対象者に該当しなくなったとき

(３) 第１１条の規定により手帳の再交付を受けたとき

(４) 手帳所持者が死亡したとき

(５) 他の都道府県等の区域に転出し、本県以外の手帳の交付を受けたとき

(６) その他、手帳を必要としなくなったとき

２ 市福祉事務所長等は、前項の返還届及び手帳を受理したときは、当該事項を確認の上、

知的障害者更生相談所長に進達するものとする。

（台帳の作成等）

第14条 知的障害者更生相談所長は、次の各号の事項を記載した療育手帳交付台帳を作成

するものとする。

(１) 知的障害者の氏名、住所、生年月日、電話番号、性別及び個人番号

(２) 手帳番号、新規交付年月日及び再交付年月日

(３) 障害の程度（重度とその他の別）

(４) 保護者の氏名、住所、電話番号及び知的障害者との続柄

(５) 次期判定年月

(６) 判定等の記録

２ 児童相談所長及び知的障害者更生相談所長は、判定及び再判定等に関する記録を整備

するものとする。

３ 市福祉事務所長等は、手帳の交付申請及び交付に関する記録簿を整備するものとする。

（補足）

第15条 この要綱に規定するもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、別に定め

る。

附 則

（施行期日）

１ この要綱は、令和３年４月１日から施行する。

２ 昭和４９年３月２７日付け４８家－３０６「秋田県療育手帳制度実施要綱」は廃止す

る。

（経過措置）

３ この要綱の施行の際、現に福祉相談センター所長により交付されている手帳は、この

要綱の規定により交付された手帳とみなす。

４ この要綱の施行の際、現に療育手帳の交付等を目的として福祉相談センター所長に提

出されている申請書、届出書、その他の書類は、この要綱に相当する規定及び様式によ

り提出されている申請書、届出書、その他の書類とみなす。

附 則（令和４年３月１０日 障－２５８５ 一部改正）

（施行期日）

１ この要綱は、令和４年４月１日から施行する。

附 則（令和５年３月２２日 障－３２３７ 一部改正）

（施行期日）

１ この要綱は、令和５年４月１日から施行する。

（経過措置）
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２ この要綱の施行の際、福祉相談センター所長がなした手続その他の行為又は福祉相談

センター所長に対してなされた手続その他の行為は、子ども・女性・障害者センター所

長がなし、又は子ども・女性・障害者相談センター所長に対してなされたものとみなす。

附 則（令和６年３月７日 障－３０１８ 一部改正）

（施行期日）

１ この要綱は、令和６年４月１日から施行する。

（施行期日）

１ この要綱は、令和７年４月１日から施行する。

（施行期日）

１ この要綱は、令和８年４月１日から施行する。


